
四日市市教育大綱の改訂について 

 

１．「大綱」の位置づけ 

 平成２７年 4月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

おいて、大綱については以下のように定義されている。 

 本市では、同年１１月に現在の「四日市市教育大綱（平成２８年～３２年度）」

策定。今年度は、現在の教育大綱を改訂し、令和３年からの概ね５年間を対象と

する次期教育大綱を策定する。 

 

(大綱の策定等) 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本

的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるも

のとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

 

２．教育大綱改訂の流れ 

 

 

 

令和２年７月３０日（木） 第２回総合教育会議 

・教育大綱改訂に向けた諸課題等の整理 

 （教育を取り巻く社会情勢の変化、本市が展開する施策、本市の現状と課題） 

・現在の四日市市教育大綱のもとで進めてきた教育政策・施策の検証 

・次期教育大綱に盛り込むべき考え方や課題解決に向けた施策について意見交換 

令和２年１１月ごろ 第３回総合教育会議 

・次期教育大綱（素案）について、意見交換 

・いただいた意見のとりまとめ・整理 ⇒ 次期教育大綱（素案）を作成 

令和３年 １月ごろ 第４回総合教育会議 

・次期教育大綱（最終案）について、意見交換・確認 

・いただいた意見のとりまとめ・整理 

・市議会 11月定例月議会協議会に、素案を報告 
⇒ 次期教育大綱（最終案）を作成 

令和３年 ３月  「四日市市教育大綱」 改訂・公表 


